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一般応募により河川内の樹木伐採を実施します！！

記 者 発 表 資 料
平成２ ３年 ９月９日

千曲川河川事務所では、今年も伐採希望者を一般公募し、その材木を無償で持ち帰って貰
う公募伐採を実施します。

国 土 交 通 省
千曲川河川事務所

Chikumagawa River Office
Hokuriku Regional Development Bureau

Ministry of Land
Infrastructure，Transport and Tourism

千曲川河川事務所 検索 クリック

http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/

公募内容及び昨年度実施状況は別紙のとおり。

【公募の概要】
○伐採箇所（予定）
①長野市牛島地先 ５区画
②長野市青木島地先 １０区画
③坂城町上五明地先（昭和橋下流） ２８区画
④坂城町上五明地先（坂城大橋上流）１７区画
⑤安曇野市豊科高家地先 １２区画
⑥松本市波田扇子田地先 ２５区画

○伐採量
１区画約400m2～500m2の区画内のハリエンジュ。

○応募受付期間
平成23年9月12日（月）から平成23年10月17日（月）まで

○伐採作業時期
平成23年11月中旬～12月末

○申し込み方法
所定の申し込み用紙に必要事項を記載し提出（郵送、ＦＡＸ、メール、持参いずれで可） 。

※千曲川河川事務所ホームページの専用バナーからも応募出来ます。
応募多数の場合は抽選となります。

○お問い合わせ・申し込み先
千曲川河川事務所 管理課
〒380－7611 長野市鶴賀字峰村７４
℡026－227－7611（代表） FAX026－227ー4071

写真：当選者による伐採・
運搬作業の様子
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公 募

千曲川・犀川の河道内樹木伐採の希望者を公募します。

（伐採樹木を無償でお持ち帰りいただけます。）

平成２３年９月９日

北陸地方整備局

千曲川河川事務所長

１．目的

河川内の樹木は、洪水時に流れの支障となり、さらには倒れた樹木が下流の橋等に引っ

かかり洪水をせき上げるなど、治水上問題となります。また、河川巡視の際の視野も遮ら

れ、河川管理上の支障になったり、ゴミの不法投棄の温床となっています。

このため、計画的に伐採を続けていますが、予算にも限りがあり、一方で、近年ハリエ

ンジュ（ニセアカシヤ）のように増殖能力の高い外来種が急速に繁茂し、十分な処理が出

来ていないのが実態です。

そこで、千曲川・犀川の河川内の樹木について、公募により希望者に伐採していただき、

その伐木を無償で持ち帰って頂くことにより、伐採コストの縮減及び木材資源の有効利用

を図る試みを平成１７年度から行っています。

２．対象樹木

お一人につき応募区画数は１区画とします。なお総区画数については応募状況を踏まえ、

現地の状況により多少増減する可能性があります。場所は以下に示す箇所を予定していま

すが、現地の状況等により変更する場合があります。伐採対象樹木は区画内のハリエンジ

ュとし、伐採対象外の樹木については現地に明示します。樹木の太さなどは場所によって

差違がありますが、胸高直径 10cm ～ 20cm 程度のものが 20 ～ 30 本程度生えている箇所

を選定しています。伐採箇所まで軽トラック程度の運搬車両の進入が可能です。

［①地区 位置図あり］

・場所：長野市牛島地先(落合橋下流の千曲川・犀川合流地点河川敷)………… 5 区画

［②地区 位置図あり］

・場所：長野市青木島地先(丹波島橋直上流の犀川左岸河川敷)………………… 10 区画

［③地区 位置図あり］

・場所：坂城町上五明地先(昭和橋下流約 500m 付近の千曲川中州)…………… 28 区画

［④地区 位置図あり］

・場所：坂城町上五明地先(坂城大橋上流約 500m 付近の千曲川左岸河川敷)… 17 区画

［⑤地区 位置図あり］

・場所：安曇野市豊科高家地先(梓橋下流約 500m 付近の梓川左岸河川敷)…… 12 区画

［⑥地区 位置図あり］

・場所：松本市波田扇子田地先（倭橋上流約 1.0km 付近の梓川右岸河川敷）… 25 区画
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３．伐採面積

伐採面積は、各地区毎に異なりますが、１区画当たり約 400m2 ～ 500m2 程度を予定し

ています。

４．応募資格

個人、法人、地方自治体など特に制限は有りませんが、長野県内に住所又は本店・営業

所等を有する方に限ります。また、伐採木を自家消費される方に限定させていただきます。

５．伐採木の使途

ハリエンジュは外来生物法（特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法

律）で「要注意外来生物リスト」に指定され、環境省から適切な取り扱いの協力を求めら

れていることから、燃焼やチップ化など分布拡大のない使用目的に限定します。

６．申し込み方法

別紙「応募用紙」に必要事項を記載し、応募期限までに下記へ提出して下さい（郵送、

ＦＡＸ、メール、持参可）。申し込み用紙の入手については千曲川河川事務所管理課まで

ご連絡頂くか、または同事務所のホームページにも掲載していますのでご覧下さい。

（http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/）

応募者には簡単なアンケートへの協力をお願いしたく、別紙「アンケート用紙」に必要

事項を記載し応募用紙と併せて提出してください。

①応募受付期間：平成23年9月12日(月)から平成23年10月17日(月)までとし、

持参する場合は 9時00分から17時00分までとする。

②受付場所：北陸地方整備局 千曲川河川事務所 管理課

〒 380-0903 長野市鶴賀字峰村74 Tel 026-227-9261(直通) Fax 026-227-4071

メールアドレス ccms016550@hrr.mlit.go.jp

なお、応募状況により締め切りを繰り上げあるいは延期する場合がありますので、ご了

解下さい。

７．応募者多数の場合の伐採資格者の決定方法

公共機関または公益的事業を目的とする団体等を優先します。また、枝のお持ち帰りを

希望される方については原則優先しますが、応募者多数の場合は抽選をさせていただき、

落選された方は、その他一般者に含めて千曲川河川事務所が抽選を行い、区画の割り当て

を含めて公平に決定し、速やかに当選者（以下「伐採資格者」という）に通知します（落

選された方には通知は行いません）。なお、一世帯につき一区画とさせて頂きます。抽選

結果について不服申し立ては認められません。なお、枝とは樹木を構成する内の根及び幹

を除く全ての部分（別図参照）であり、枝の持ち帰りを希望されて伐採資格者となった場

合は、必ず枝をお持ち帰りください。 持ち帰られなかった方は、次年度以降に応募され

ても無効とさせていただきます。

８．伐採条件

いずれの箇所においても、次の条件に従って実施して下さい。

（１）実施内容、費用等の負担

http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/
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伐採、搬出について要する費用、労力等は、全て伐採資格者の負担とします。伐採し

た樹木は無償で持ち帰ることが出来ます。なお、枝については伐採資格者が持ち帰りを

希望しない場合は、一箇所に集積して頂きます。

（２）第三者への危害の防止及び賠償責任

作業に伴い、堤防天端道路等の河川利用者、民地所有者、占用者及び他区画の伐採資

格者等へ危害を及ぼさないよう安全な方法で実施するものとし、万一危害を発生したと

きは伐採者が賠償責任を負うものとします。

第三者に危害を及ぼした場合、苦情等を受けた場合は速やかに、１０．問い合わせ先

の（２）に記載する各地区の担当出張所へ申し出て下さい。

（３）伐採時期

公募期間終了後、速やかに伐採資格者を決定し通知しますので、平成 23 年 11 月 30

日までに別紙「工事施工届」を各地区の担当出張所に直接提出して下さい。なお、平成 23

年 11 月 30 日を過ぎても提出が無い場合は、伐採の意志無しとみなし、他の応募者を伐

採資格者に決定します。

所要の手続等が完了後、各自の区画について４週間程度の期間内に実施していただき

ます。 なお、工事施工届を提出されたにもかかわらず施工されなかった場合は、次年

度以降に応募されても無効とさせていただきます。

伐採終了後は速やかに別紙「工事完了届」を各出張所に提出して下さい。

（４）作業実施時間

８時から１７時とします。土日祝日でも可能です。

９．その他

・応募者は止むを得ない事由が発生した場合は、いつでも取り下げの申し出が可能です。

・伐採資格者を通知した以後において、当人に河川管理上好ましくない行為があった場合

には、資格を取り消す場合が有ります。その際には原状回復等の措置を求める場合があり、

また伐採のためにそれまでに生じた費用は当人にご負担いただきます。

・公募後に生じた事情により、公募手続の進行状況の如何に関わらず中止する場合があり

ます。

・伐採された樹木については、当日搬出するようにお願いします。 万が一盗難にあって

も一切責任は負いませんので、ご了解下さい。

１０．お問い合わせ先

（１）申し込みから伐採資格者の決定までに関しては、以下までお問い合わせ下さい。

千曲川河川事務所 管理課（申し込み先と同じ）

〒 380-0903 長野市鶴賀字峰村74 Tel 026-227-9261(直通) Fax 026-227-4071

メールアドレス ccms016550@hrr.mlit.go.jp

（２）工事施工届、工事完了届の提出は、各地区の担当出張所に直接お問い合わせ下さ



- 4 -

い。なお、工事施工届及び工事完了届の提出は Fax でも結構です。

［①、②地区］長野出張所

〒 381-0026 長野市松岡 2 丁目 1 番 26 Tel 026-221-4882 Fax 026-222-6371

［③、④地区］戸倉出張所

〒 389-0800 千曲市大字戸倉字芝宮 2222 Tel 026-275-0133 Fax 026-275-6671

［⑤、⑥地区］松本出張所

〒 390-0851 松本市大字島内 1666 番 1126 Tel 0263-47-2199 Fax 0263-47-2198

枝とは、
樹木を構成する内、根及び幹を除く全ての部分をいい、
枝の持ち帰りを希望された伐採資格者は、 の部分
について、全てお持ち帰り下さい。

別 図
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